
３．市町村の廃置分合・境界変更

市町村数には、組合村を構成する個々の村をそれぞれ勘定した。

明治20年11月４日 大阪府から分離して奈良県が設置された。

22年４月１日 町村制が施行され、奈良町、高田町、郡山町、八木町、今井町、五條町、御所町、 10町152村

田原本町、松山町、上市町の10町のほか152村が成立した。

23年４月１日 吉野郡下市村を下市町とする。 11町151村

６月19日 吉野郡東十津川村、西十津川村、南十津川村、北十津川村、十津川花園村及び中 11町146村

十津川村を合併し、十津川村とする。

９月23日 吉野郡竜門村を廃し、竜門村、中竜門村及び上竜門村を置く。 11町148村

11月12日 十市郡桜井村を桜井町とする。 12町147村

24年１月７日 式下郡三輪村を三輪町とする。 13町146村

３月10日 式上郡初瀬村を初瀬町とする。 14町145村

６月３日 高市郡高取村を高取町とする。 15町144村

９月24日 宇智郡阿太村を大阿太村及び南阿太村とする。 15町145村

25年２月12日 広瀬郡河合村大字沢、寺戸及び大場を箸尾村に編入する。

４月２日 平群郡竜田村を竜田町とする。 16町144村

26年９月20日 山辺郡山辺村を丹波市町とする。 17町143村

29日 宇陀郡榛原村を榛原町とする。 18町142村

27年６月８日 吉野郡国樔村を廃し、国樔村及び中荘村を置く。 18町143村

９月３日 添上郡櫟本村を櫟本町とする。 19町142村

29年９月１日 平群郡明治村を平群村と改称する。

30年９月28日 山辺郡波多野村嵩を添上郡月瀬村に編入する。

31年２月１日 添上郡奈良町を奈良市とする。 １市18町142村

34年４月１日 北葛城郡浮孔村大字三倉堂の一部を高田町に編入する。

35年４月23日 山辺郡朝和村大字杣之内を丹波市町に編入する。

45年７月１日 吉野郡南芳野村を廃し、黒滝村及び丹生村を置く。 １市18町143村

大正４年１月１日 南葛城郡羅村他7ヵ村を廃し、大正村を置く。 １市18町136村

10年２月11日 吉野郡大淀村を大淀町とする。 １市19町135村

〃 生駒郡北生駒村を生駒町とする。 １市20町134村

12年１月１日 磯城郡柳本村を柳本町とする。 １市21町133村

４月１日 添上郡佐保村を廃し、奈良市に編入する。 １市21町132村

８月31日 北葛城郡新庄村を新庄町とする。 １市22町131村

15年２月11日 北葛城郡王寺村を王寺町とする。 １市23町130村

昭和２年４月29日 北葛城郡箸尾村を箸尾町とする。 １市24町129村

８月22日 北葛城郡土庫村及び松塚村を廃し、高田町に編入する。 １市24町127村

11月３日 添上郡帯解村を帯解町とする。 １市25町126村

３年２月11日 高市郡白橿村を畝傍町とする。 １市26町125村

４月29日 吉野郡吉野村を吉野町とする。 １市27町124村

11月３日 宇智郡野原村を野原町とする。 １市28町123村

10年２月11日 生駒郡本田村及び平端村を廃し、昭和村を置く。 １市28町122村

４月29日 宇陀郡宇太村を宇太町とする。 １市29町121村

14年４月１日 添上郡東市村大字白毫寺を奈良市に編入する。

15年11月３日 生駒郡都跡村を廃し、奈良市に編入する。 １市29町120村

16年１月１日 北葛城郡浮孔村及び磐園村を廃し、高田町に編入する。 １市29町118村

３月10日 生駒郡筒井村を廃し、郡山町に編入する。 １市29町117村

17年２月11日 宇陀郡松山町、神戸村、政始村及び吉野郡上竜門村を廃し、大宇陀町を置く。 １市29町114村

４月１日 磯城郡城島村を廃し、桜井町に編入する。 １市29町113村

22年２月11日 生駒郡竜田町、法寺村及び富郷村を廃し、斑鳩町を置く。 １市29町111村

23年１月１日 北葛城郡高田町を大和高田市とする。 ２市28町111村

24年１月１日 吉野郡高見村大字鷲家を小川村に編入する。

５月３日 吉野郡黒滝村大字才谷を秋野村に編入する。

６月８日 磯城郡耳成村大字内膳を高市郡八木町に編入する。

25年４月１日 添上郡五ケ谷村大字菩提山の一部を田原村に編入、大字春日野と改称する。

５月５日 生駒郡片桐村を片桐町とする。 ２市29町110村

７月１日 生駒郡伏見村を伏見町とする。 ２市30町109村
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昭和26年３月15日 添上郡大安寺村、東市村及び生駒郡平城村を廃し、奈良市に編入する。 ２市30町106村

27年７月１日 宇智郡大阿太村大字佐名伝を吉野郡大淀町に編入する。

28年４月１日 生駒郡富雄村を富雄町とする。 ２市31町105村

５月１日 北葛城郡馬見村を馬見町とする。 ２市32町104村

12月10日 生駒郡矢田村、昭和村、添上郡治道村及び平和村を廃し、郡山町に編入する。 ２市32町100村

29年１月１日 生駒郡郡山町を大和郡山町と改称する。

〃 生駒郡大和郡山町を大和郡山市とする。 ３市31町100村

〃 南葛城郡秋津村を廃し、御所町に編入する。 ３市31町99村

３月３日 磯城郡安倍村、多武峰村及び朝倉村を廃し、桜井町に編入する。 ３市31町96村

４月１日 山辺郡丹波市町、二階堂村、朝和村、福住村、添上郡櫟本町及び磯城郡柳本町を ４市28町93村

廃し、天理市を置く。

７月１日 宇陀郡伊那佐村を廃し、榛原町に編入する。 ４市28町92村

〃 磯城郡桜井町大字安田及び笠間を宇陀郡榛原町に編入する。

10月１日 宇陀郡室生村大字山粕を曽爾村に編入する。

〃 高市郡高取町、船倉村及び越智岡村を廃し、高取町を置く。 ４市28町90村

30年１月１日 山辺郡都介野村及び針ケ別所村を廃し、都村を置く。 ４市28町89村

２月１日 南葛城郡掖上村を廃し、御所町に編入する。 ４市28町88村

11日 宇陀郡室生村、三本松村及び山辺郡東里村を廃し、室生村を置く。 ４市28町86村

３月10日 生駒郡南生駒村を廃し、生駒町に編入する。 ４市28町85村

15日 添上郡辰市村、明治村、帯解町、五ケ谷村、生駒郡伏見町及び富雄町を廃し、奈 ４市25町82村

良市に編入する。

４月１日 宇陀郡内牧村を廃し、榛原町に編入する。 ４市25町81村

15日 北葛城郡馬見町、瀬南村及び百済村を廃し、広陵町を置く。 ４市25町79村

７月10日 磯城郡三輪町、織田村及び纒向村を廃し、大三輪町を置く。 ４市25町77村

31年１月１日 吉野郡秋野村を廃し、下市町に編入する。 ４市25町76村

２月11日 磯城郡耳成村、高市郡畝傍町、今井町、八木町、真菅村及び鴨公村を廃し、橿原 ５市22町73村

市を置く。

４月１日 北葛城郡五位堂村、二上村、下田村及び志都美村を廃し、香芝町を置く。 ５市23町69村

〃 北葛城郡當麻村及び磐城村を廃し、當麻村を置く。 ５市23町68村

５月３日 吉野郡吉野町、国樔村、中荘村、上市町、中竜門村及び竜門村を廃し、吉野町を ５市22町64村

置く。

〃 南葛城郡忍海村を廃し、北葛城郡新庄町に編入する。 ５市22町63村

７月３日 高市郡金橋村及び新沢村を廃し、橿原市に編入する。 ５市22町61村

〃 高市郡阪合村、高市村及び飛鳥村を廃し、明日香村を置く。 ５市22町59村

７月10日 北葛城郡新庄町大字東辻及び北十三を南葛城郡御所町に編入する。

８月１日 宇陀郡宇太町及び宇賀志村を廃し、菟田野町を置く。 ５市22町58村

９月１日 北葛城郡箸尾町を廃し、広陵町に編入する。 ５市21町58村

〃 南葛城郡葛城村及び吐田郷村を廃し、葛上村を置く。 ５市21町57村

〃 磯城郡大福村及び香久山村を廃し、桜井町に編入する。 ５市21町55村

〃 磯城郡桜井町を桜井市とする。 ６市20町55村

９月30日 磯城郡田原本町、多村、川東村、都村及び平野村を廃し、田原本町を置く。 ６市20町51村

〃 添上郡東山村、山辺郡波多野村及び豊原村を廃し、山辺郡山添村を置く。 ６市20町49村

〃 吉野郡丹生村を廃し、下市町に編入する。 ６市20町48村

〃 北葛城郡陵西村を廃し、大和高田市に編入する。 ６市20町47村

〃 磯城郡上之郷村を廃し、桜井市に編入する。 ６市20町46村

〃 桜井市大字池尻、南山、戒外、南浦、木之本、下八釣、膳夫、出合及び出垣内を

橿原市に編入する。

32年１月１日 北葛城郡香芝町大字畠田（字尼寺を除く）を王寺町に編入する。

３月１日 高市郡天満村を廃し、大和高田市に編入する。 ６市20町45村

３月31日 生駒郡片桐町を廃し、大和郡山市に編入する。 ６市19町45村

〃 生駒郡北倭村を廃し、生駒町に編入する。 ６市19町44村

７月１日 磯城郡田原本町大字飯高、大垣、豊田、西新堂及び新ノ口を橿原市に編入する。

〃 北葛城郡広陵町大字池尻及び藤森（363の１、363の３、364の１、364の３及び

365の３の地番の区域を除く）を大和高田市に編入する。
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昭和32年７月１日 大和高田市大字箸喰を橿原市に編入する。

８月31日 山辺郡山添村大字水間及び別所を添上郡田原村に編入する。

９月１日 添上郡田原村、柳生村、大柳生村、東里村、狭川村を廃し、その区域を奈良市に ６市19町39村

編入する。

10月１日 北葛城郡新庄町大字柳原、出屋敷及び今城を南葛城郡御所町に編入する。

15日 宇智郡五條町、牧野村、北宇智村、宇智村、大阿太村、南阿太村、野原町及び阪 ７市17町33村

合部村を廃し、五條市を置く。

33年３月１日 吉野郡小川村、四郷村及び高見村を廃し、東吉野村を置く。 ７市17町31村

３月31日 南葛城郡御所町、葛村、葛上村及び大正村を廃し、御所市を置く。 ８市16町28村

10月15日 磯城郡田原本町大字垣、遠田、海知及び武蔵を天理市に編入する。

34年１月１日 宇智郡南宇智村を廃し、五條市に編入する。 ８市16町27村

２月23日 磯城郡初瀬町を廃し、桜井市に編入する。 ８市15町27村

４月１日 吉野郡白銀村、賀名生村及び宗檜村を廃し、西吉野村を置く。 ８市15町25村

〃 宇陀郡大宇陀町大字才ケ辻の一部を菟田野町に編入する。

38年４月１日 磯城郡大三輪町を廃し、桜井市に編入する。 ８市14町25村

40年１月１日 北葛城郡広陵町大字広瀬の一部を磯城郡三宅村に編入する。

41年４月１日 生駒郡三郷村を三郷町とする。 ８市15町24村

〃 北葛城郡當麻村を當麻町とする。 ８市16町23村

42年９月１日 五條市東阿田町の一部を吉野郡大淀町に編入する。

43年１月１日 添上郡月瀬村を月ヶ瀬村に改称する。

44年４月１日 桜井市大字柳及び角柄を榛原町に編入する。

８月１日 北葛城郡香芝町大字上中の一部を上牧村に編入し、上牧村大字中筋出作の一部を

香芝町に編入する。

９月１日 北葛城郡河合村大字薬井の一部及び大輪田の一部と上牧村大字下牧の間で一部交

換（等積交換）する。

46年２月１日 生駒郡平群村を平群町とする。 ８市17町22村

４月１日 北葛城郡王寺町大字王寺の一部と河合村大字薬井の間で一部交換（等積交換）す

る。

11月１日 生駒郡生駒町を生駒市とする。 ９市16町22村

12月１日 北葛城郡河合村を河合町とする。 ９市17町21村

47年12月１日 北葛城郡上牧村を上牧町とする。 ９市18町20村

49年４月１日 磯城郡三宅村を三宅町とする。 ９市19町19村

〃 北葛城郡河合町大字大輪田の一部を上牧町に編入する。

50年４月１日 磯城郡川西村を川西町とする。 ９市20町18村

９月１日 北葛城郡香芝町と広陵町の間で一部交換（等積交換）する。

52年４月１日 御所市大字重阪の一部及び内谷の一部を五條市に編入する。

53年１月１日 宇陀郡大宇陀町大字才ケ辻及び藤井の一部を菟田野町に編入する。

12月１日 北葛城郡広陵町大字的場の一部を三宅町に編入する。

54年９月１日 北葛城郡香芝町と王寺町の間で一部交換する。

57年７月１日 吉野郡下市町と西吉野村の間で一部交換する。

59年９月１日 吉野郡吉野町と大淀町の間で一部交換する。

60年９月１日 北葛城郡上牧町と河合町の間で一部交換する。

61年４月１日 生駒郡安村を安町とする。 ９市21町17村

平成３年10月１日 北葛城郡香芝町を香芝市とする。 10市20町17村

10月24日 山辺郡都村を都村に改称する。

６年１月14日 五條市と吉野郡西吉野村との間で一部交換する。

８年８月７日 宇陀郡大宇陀町と榛原町との間で一部交換する。

11月13日 添上郡月ヶ瀬村と山辺郡山添村との間で一部交換する。

16年10月１日 北葛城郡新庄町及び當麻町を廃し、城市を置く。 11市18町17村

17年４月１日 添上郡月ヶ瀬村及び山辺郡都村を廃し、奈良市に編入する。 11市18町15村

17年９月25日 吉野郡西吉野村及び大塔村を廃し、五條市に編入する。 11市18町13村

18年１月１日 宇陀郡大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村を廃し、宇陀市を置く。 12市15町12村


